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福岡県社会保険労務士会 法改正セミナー

開催日

会 場 参加料

令和2年5月26日 火 先着
無料
 150名様

アクロス福岡 国際会議場
〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目1-1

13:30～16:50(受付13:00～)

同一労働同一賃金の
正しい理解とその実務対応

2020年 4月 ( 中小企業は2021年 4月 ) から対応が求められる同一労働同一賃金では、
正規労働者と非正規労働者の不合理な待遇差が禁止され、また待遇差に関する説明責任
も課されることになります。
そこで、九州大学大学院法学研究院の山下昇教授をお招きし、同一労働同一賃金を
正しく理解するためのポイントを説明して頂きます。続いて第2部では、各企業
がこの課題の対応を進める際にもっとも基本となるガイドライン (指針 )を
基にした実務対応 (職務分析・職務評価 )を解説いたします。

会 員 前田 拓邦氏
第2部 職務分析・職務評価による

　　　同一労働同一賃金の実務対応
福岡県社会保険労務士会

講 師 山下 昇氏
九州大学大学院法学研究院 教授

～従業員間の手当の相違の理由を説明できますか?～
第1部 不合理な待遇格差の是正と使用者の説明責任
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